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議第55号 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会委員の報酬及び費用弁償に関す

る条例を制定するについて 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例を次

のように制定するものとする。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和52年条例第３号）の規定にかかわらず、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第203条の２の規定に基づき、東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会（以下「審

議会」という。）の委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （委員の報酬等） 

第２条 審議会の委員の報酬の額は、日額12,000円を超えない範囲内において、多治

見市、瑞浪市及び土岐市（以下「関係市」という。）の市長が協議して定める。 

２ 審議会の委員の費用弁償の額は、関係市の常勤の職員に支給する旅費の額との権

衡を考慮して、関係市の市長が協議して定める。 

３ 前２項の報酬及び費用弁償の支給方法は、関係市の市長が協議して定める。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、審議会の委員の報酬及び費用弁償に関し必要

な事項は、関係市の市長が協議して定める。 

附 則 

 この条例は、令和７年７月１日から施行する。  
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議第56号 

 

多治見市国民健康保険条例の一部を改正するについて 

 

多治見市国民健康保険条例（昭和34年条例第13号）の一部を次のように改正するも

のとする。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

多治見市国民健康保険条例（昭和34年条例第13号）の一部を次のように改正する。 

第13条第１項中「及び第18条第１項」を削る。 

第17条第１項中「保険料は」の次に「、７月から翌年３月までの間において」を加

え、同条第２項中「12」を「９」に改める。 

第18条を次のように改める。 

第18条 削除 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第13条第１項並びに第17条第１項及び第２項の規定は、令和８年度以後

の年度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 
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議第57号 

 

多治見市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正するについて 

 

多治見市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和39年条例第21

号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正す

る条例 

  多治見市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和39年条例第

21号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「35年」を「38年」に改め、同条第３号中「35年」を「38年」に、

「30年」を「35年」に、「27,000円」を「同表の加算基礎額の欄に掲げるその者の階

級に応じた額」に、「34年」を「37年」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

退職報償金支給額表 

階級 

勤務年数 

加算基

礎額 
５年以上

10年未満 

10年以上

15年未満 

15年以上

20年未満 

20年以上

25年未満 

25年以上

30年未満 

30年以上

35年未満 

35年以上

38年未満 

団長 239,000円 344,000円 459,000円 594,000円 779,000円 979,000円 
1,079,000

円 
29,000円 
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副団長 229,000円 329,000円 429,000円 534,000円 709,000円 909,000円 
1,009,000

円 
27,000円 

分団長 219,000円 318,000円 413,000円 513,000円 659,000円 849,000円 949,000円 25,000円 

副分団

長 
214,000円 303,000円 388,000円 478,000円 624,000円 809,000円 909,000円 24,000円 

部長及

び班長 
204,000円 283,000円 358,000円 438,000円 564,000円 734,000円 834,000円 22,000円 

団員 200,000円 264,000円 334,000円 409,000円 519,000円 689,000円 789,000円 21,000円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の多治見市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（以下

「新条例」という。）第２条第２号及び第３号並びに別表の規定は、令和７年４月

１日以後に退職した非常勤消防団員（以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」

という。）について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従

前の例による。 

３ 令和７年４月１日から施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非

常勤消防団員について支給された改正前の多治見市非常勤消防団員に係る退職報償

金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の

内払とみなす。 
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報第５号 

 

令和６年度多治見市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定により、令和６年

度多治見市一般会計継続費繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に報告

する。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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0
0
,
0
0
0

教 育 費

中 学 校 費

教 育 費

小 学 校 費

1
9
9
,
2
1
3
,
0
0
0

消 防 費

消 防 費

1
2
0
,
3
1
0
,
7
5
5

星
ケ

台
運

動
公

園
整

備
事

業
1
,
3
0
3
,
3
7
8
,
0
0
0

2
5
9
,
5
7
6
,
0
0
0

4
9
,
5
4
5
,
0
0
0

5
5
,
7
3
8
,
0
0
0

教 育 費

中 学 校 費

平
和

中
学

校
非

構
造

部
材

耐
震

補
強

工
事

4
7
3
,
1
5
0
,
0
0
0

2
3
,
6
5
7
,
0
0
0

1
8
9
,
2
6
0
,
0
0
0

2
1
2
,
9
1
7
,
0
0
0

平
和

中
学

校
屋

根
防

水
改

修
工

事
1
2
3
,
8
6
2
,
0
0
0

6
,
1
9
3
,
0
0
0

1
3
9
,
9
5
2
,
0
0
0

3
9
9
,
5
2
8
,
0
0
0

教 育 費

保 健 体 育 費

笠
原

小
中

学
校

建
設

事
業

（
補

助
対

象
分

）
6
,
1
8
0
,
6
7
3
,
0
0
0

2
,
0
6
6
,
2
2
3
,
0
0
0

2
,
0
6
6
,
2
2
3
,
0
0
0

消 防 費

消 防 費

防
災

行
政

無
線

設
備

更
新

事
業

5
0
0
,
2
2
6
,
0
0
0

1
9
9
,
2
1
3
,
0
0
0

北
消

防
署

移
転

整
備

事
業

1
,
3
2
6
,
1
3
0
,
0
0
0

6
6
3
,
0
6
5
,
0
0
0

6
6
3
,
0
6
5
,
0
0
0
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報第６号 

 

令和６年度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、令和６年

度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に

報告する。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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（
単

位
：

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

2
,
5
0
0
,
0
0
0

１
商

工
費

地
域

経
済

循
環

創
造

事
業

費
（

新
商

品
開

発
支

援
補

助
金

）
2
,
5
0
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

７
商

工
費

た
め

池
等

整
備

事
業

費
（

た
め

池
等

整
備

工
事

（
下

沢
の

池
）

）
1
6
,
2
6
0
,
0
0
0

1
6
,
2
6
0
,
0
0
0

2
,
5
0
0
,
0
0
0

６
農

林
水

産
業

費
１

農
業

費
1
6
,
2
0
0
,
0
0
0

低
所

得
世

帯
支

援
及

び
不

足
額

給
付

・
定

額
減

税
一

体
的

支
援

事
業

費
（

住
民

税
非

課
税

世
帯

支
援

給
付

金
給

付
事

務
）

2
1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
9
9
9
,
6
0
9

1
6
,
9
9
9
,
6
0
9

３
民

生
費

１
社

会
福

祉
費

4
2
,
3
6
0
,
0
0
0

１
社

会
福

祉
費

低
所

得
世

帯
支

援
及

び
不

足
額

給
付

・
定

額
減

税
一

体
的

支
援

事
業

費
（

住
民

税
非

課
税

世
帯

支
援

給
付

金
給

付
事

業
）

3
2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
,
1
0
4
,
0
0
0

３
民

生
費

本
庁

舎
跡

地
等

利
用

事
業

費
（

本
庁

舎
跡

地
利

用
検

討
市

民
委

員
会

支
援

業
務

委
託

）
5
,
1
0
4
,
0
0
0

5
,
1
0
4
,
0
0
0

4
2
,
3
6
0
,
0
0
0

２
総

務
費

１
総

務
管

理
費

5
9
,
5
5
4
,
0
0
0

１
総

務
管

理
費

旧
勤

労
青

少
年

ホ
ー

ム
施

設
関

係
費

（
旧

勤
労

青
少

年
ホ

ー
ム

建
物

解
体

工
事

）
5
9
,
5
5
4
,
0
0
0

5
4
6
,
0
0
0

２
総

務
費

笠
原

地
域

普
通

財
産

管
理

費
（

旧
診

療
所

等
）

（
不

動
産

鑑
定

業
務

委
託

）
5
4
6
,
0
0
0

5
4
6
,
0
0
0

5
9
,
5
5
4
,
0
0
0

5
4
0
,
0
0
0

１
総

務
管

理
費

普
通

財
産

管
理

費
（

旧
笠

原
診

療
所

及
び

旧
笠

原
児

童
館

の
建

物
表

題
登

記
業

務
委

託
）

5
4
0
,
0
0
0

２
総

務
費

１
総

務
管

理
費

5
4
0
,
0
0
0

２
総

務
費

令
和

６
年

度
多

治
見

市
一

般
会

計
繰

越
明

許
費

繰
越

計
算

書

款
項

事
　

　
　

　
業

　
　

　
　

名
金

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源
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（
単

位
：

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

左
の

財
源

内
訳

4
3
,
2
0
0
,
0
0
0

1
6
,
6
2
2
,
0
0
0

市
道

5
2
2
4
0
0

線
道

路
改

良
事

業
費

（
公

共
）

（
市

道
5
2
2
4
0
0

線
改

良
工

事
（

根
本

町
）

）
1
0
8
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
8
,
0
0
0
,
0
0
0

4
8
,
1
7
8
,
0
0
0

８
土

木
費

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

1
0
,
0
2
1
,
0
0
0

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

市
道

3
1
4
3
0
0

線
改

良
事

業
費

（
小

名
田

線
補

償
調

査
業

務
委

託
）

1
0
,
0
2
1
,
0
0
0

８
土

木
費

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
改

良
事

業
費

（
バ

リ
ア

フ
リ

ー
整

備
工

事
（

十
九

田
町

）
）

5
,
5
0
0
,
0
0
0

5
,
5
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
2
1
,
0
0
0

８
土

木
費

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

9
,
7
0
0
,
0
0
0

5
,
5
0
0
,
0
0
0

道
路

改
良

事
業

費
（

単
独

）
（

交
差

点
危

険
個

所
抽

出
検

討
業

務
委

託
（

市
内

一
円

）
）

9
,
7
0
0
,
0
0
0

9
,
7
0
0
,
0
0
0

８
土

木
費

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

8
,
0
0
0
,
0
0
0

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

道
路

改
良

事
業

費
（

単
独

）
（

市
道

6
1
4
0
0
0

線
側

溝
工

事
（

旭
ケ

丘
）

）
8
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
1
0
4
,
0
0
0

８
土

木
費

橋
り

ょ
う

長
寿

命
化

事
業

費
（

広
見

橋
修

繕
工

事
（

市
之

倉
町

）
）

7
,
0
0
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
8
9
6
,
0
0
0

8
,
0
0
0
,
0
0
0

８
土

木
費

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

8
,
9
0
0
,
0
0
0

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

橋
り

ょ
う

長
寿

命
化

事
業

費
（

無
名

橋
修

繕
工

事
（

滝
呂

町
）

）
8
,
9
0
0
,
0
0
0

3
7
0
,
0
0
0
,
0
0
0

８
土

木
費

中
央

自
動

車
道

跨
道

橋
撤

去
事

業
費

（
撤

去
事

業
負

担
金

（
富

士
見

町
）

）
3
7
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
7
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
6
8
3
,
0
0
0

2
,
5
0
0
,
0
0
0

2
,
7
1
7
,
0
0
0

８
土

木
費

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

款
項

事
　

　
　

　
業

　
　

　
　

名
金

額
翌

年
度

繰
越

額
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（
単

位
：

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

1
,
0
9
8
,
0
7
2
,
0
0
0

8
1
6
,
4
3
1
,
6
0
9

1
1
,
5
0
1
,
0
0
0

1
1
9
,
6
6
6
,
6
0
9

1
3
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
5
5
,
2
6
4
,
0
0
0

款
項

事
　

　
　

　
業

　
　

　
　

名
金

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

合
計

1
1
,
4
0
0
,
0
0
0

1
1
,
4
0
0
,
0
0
0

７
保

健
体

育
費

星
ケ

台
運

動
公

園
整

備
事

業
費

（
星

ケ
台

管
理

棟
備

品
購

入
）

1
1
,
4
0
0
,
0
0
0

5
,
5
5
0
,
0
0
0

９
消

防
費

１
消

防
費

1
0

教
育

費

防
災

関
係

費
（

ト
イ

レ
カ

ー
購

入
事

業
）

1
1
,
5
2
2
,
0
0
0

1
1
,
5
2
2
,
0
0
0

5
,
5
0
0
,
0
0
0

4
7
2
,
0
0
0

1
1
,
5
0
1
,
0
0
0

５
住

宅
費

市
営

住
宅

施
設

整
備

費
（

美
坂

団
地

１
棟

解
体

工
事

）
1
1
,
5
0
1
,
0
0
0

1
8
,
4
1
4
,
0
0
0

８
土

木
費

（
都

）
音

羽
小

田
線

道
路

改
良

事
業

費
（

公
共

）
（

測
量

設
計

試
験

委
託

）
1
8
,
4
1
4
,
0
0
0

1
8
,
4
1
4
,
0
0
0

1
1
,
5
0
1
,
0
0
0

８
土

木
費

４
都

市
計

画
費

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

４
都

市
計

画
費

道
路

問
題

対
策

関
連

事
業

費
（

道
路

問
題

対
策

検
討

業
務

委
託

）
1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

８
土

木
費

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0
,
0
0
0

３
河

川
費

浸
水

対
策

事
業

費
（

浸
水

対
策

工
事

（
笠

原
町

）
）

3
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
2
,
6
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

８
土

木
費

河
川

改
良

事
業

費
（

中
原

川
護

岸
整

備
工

事
）

1
2
,
6
1
0
,
0
0
0

1
2
,
6
1
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0
,
0
0
0

８
土

木
費

３
河

川
費

4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

３
河

川
費

河
川

改
良

事
業

費
（

根
本

川
護

岸
整

備
工

事
）

4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

８
土

木
費

4
0
,
0
0
0
,
0
0
0
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報第７号 

 

令和６年度多治見市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和６年度

多治見市水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもって

次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
（

単
位

：
円

）

左
の

財
源

内
訳

損
益

勘
定

留
保

資
金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

4
6
,
4
2
0
,
0
0
0

4
6
,
4
2
0
,
0
0
0

4
6
,
4
2
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

（
平

野
４

）
3
8
,
8
3
0
,
0
0
0

3
8
,
8
3
0
,
0
0
0

3
8
,
8
3
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
整

備
事

業
（

若
松

工
区

）
基

本
設

計
業

務
委

託
1
3
,
9
3
0
,
4
0
0

1
3
,
9
3
0
,
4
0
0

1
3
,
9
3
0
,
4
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

水
道

施
設

耐
震

診
断

業
務

委
託

3
0
,
8
9
6
,
8
0
0

3
0
,
8
9
6
,
8
0
0

3
0
,
8
9
6
,
8
0
0

1
3
0
,
0
7
7
,
2
0
0

1
3
0
,
0
7
7
,
2
0
0

1
3
0
,
0
7
7
,
2
0
0

不
用

額
翌

年
度

繰
越

額
に

係
る

繰
越

を
要

す
る

た
な

卸
資

産
の

購
入

限
度

額

合
計

令
和
６
年
度
多
治
見
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

款
項

事
業

名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額
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報第８号 

 

令和６年度多治見市下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第１項の規定により、

令和６年度多治見市下水道事業会計継続費繰越額の使用に関する計画について、継続

費繰越計算書をもって次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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（
単

位
：

円
）

予
算

計
上

額
前

年
度

逓
次

繰
越

額
計

国
庫

補
助

金
企

業
債

損
益

勘
定

留
保

資
金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

終
末

処
理

場
建

設
改

良
費

（
合

流
系

監
視

設
備

更
新

工
事

）
（

補
助

事
業

・
起

債
対

象
事

業
）

6
9
9
,
8
0
0
,
0
0
0

2
8
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報第９号 

 

令和６年度多治見市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和６年度

多治見市下水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもっ

て次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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議第62号 

 

物品供給契約の締結について 

 

パイロットオフィス構築備品購入について、次のとおり物品供給契約を締結するも

のとする。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  パイロットオフィス構築備品購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 23,485,000円 

４ 契約の相手方  多治見市宝町３丁目97番地 

株式会社中川 

            代表取締役 中川 晃志 
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議第63号 

 

物品供給契約の締結について 

 

小中学校タブレット端末購入について、次のとおり物品供給契約を締結するものと

する。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  小中学校タブレット端末購入 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 契 約 金 額  一金 509,463,108円 

４ 契約の相手方  

教育産業・内田洋行共同企業体 

代表構成員 岐阜市市橋５丁目４－18 

教育産業株式会社 岐阜営業所 

所長 冨岡 宏伊 

構成員 名古屋市中区錦２丁目２番２号 名古屋丸紅ビル13Ｆ 

株式会社内田洋行 教育ＩＣＴ事業部 

西日本第１営業部長 中西 隆司 
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議第64号 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会共同設置規約を定める協議について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の７第１項の規定による東濃西部広域

ごみ焼却施設整備等審議会共同設置規約を定める協議について、同法第252条の７第

３項において準用する同法第252条の２の２第３項本文の規定により、議会の議決を

求める。 

 

  令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会共同設置規約 

（設置） 

第１条 多治見市、瑞浪市及び土岐市は、ごみ焼却施設を共同して設置、運営及び維

持管理することについて審議するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の７第１項の規定に基づき、同法第138条の４第３項に規定する審議会を共同し

て設置するものとする。 

（名称） 

第２条 この審議会は、東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会（以下「審議会」と

いう。）という。 

（審議会を設ける市） 

第３条 審議会は、多治見市、瑞浪市及び土岐市（以下「関係市」という。）が、こ

れを設ける。 

 （執務場所） 

第４条 審議会の執務場所は、多治見市日ノ出町２丁目15番地多治見市役所内とする。 

 （所掌事務） 

第５条 審議会は、関係市の市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議す
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る。 

(１) 関係市が共同設置するごみ焼却施設の建設候補地に関すること。 

(２) ごみ焼却施設の共同での設置、運営及び維持管理に関すること。 

(３) その他関係市が必要と認めること。 

（組織） 

第６条 審議会は、委員18人以内で組織する。 

（委員の任免） 

第７条 審議会の委員は、関係市の市長が指名する者及び関係市の市長が協議して定

める者について、多治見市長がこれを選任する。 

２ 多治見市長は、審議会の委員を解任する場合又は辞任の申出を承認する場合は、

あらかじめ瑞浪市長及び土岐市長と協議しなければならない。 

（任期） 

第８条 委員の任期は、令和７年７月１日から令和８年３月31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、関係市が必要と認める場合は、関係市の市長の協議に

より委員の任期を延長することができる。 

 （会長及び副会長） 

第９条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第10条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員選任後最初の

会議は、多治見市長が招集する。 

２ 会長は、委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、これを招

集しなければならない。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決

するところによる。 

５ 会長は、第５条の調査審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に対して

出席を求め、意見を聴くことができる。 
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（経費の支弁の方法） 

第11条 審議会の運営に要する経費は、関係市が負担する。 

２ 前項の規定により関係市が負担すべき額は、関係市の協議により定める負担割合

によるものとする。 

３ 瑞浪市及び土岐市は、前項の規定による負担金を、多治見市に納付しなければな

らない。 

（予算） 

第12条 審議会に関する予算は、多治見市の一般会計の歳入歳出予算に計上するもの

とする。 

（決算報告） 

第13条 多治見市長は、審議会に関する決算を多治見市議会の認定に付したときは、

当該決算を瑞浪市長及び土岐市長に報告しなければならない。 

 （事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程） 

第14条 審議会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、

関係市は、これを相互に調整するように努めなければならない。 

（委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程） 

第15条 多治見市長は、審議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に

関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合は、あらかじ

め瑞浪市長及び土岐市長と協議しなければならない。 

（庶務） 

第16条 審議会の庶務は、多治見市において行う。 

 （補則） 

第17条 この規約に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、関係市の

市長が協議して定める。 

   附 則 

 この規約は、令和７年７月１日から施行する。 
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議第65号 

 

第８次多治見市総合計画基本計画を変更するについて 

 

令和５年12月20日議第118号をもって議決を経た第８次多治見市総合計画基本計画

の一部を次のように変更するものとする。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

第８次多治見市総合計画基本計画中 

「 

【柱２】にぎわいを生み出すまちづくり ６ １９ 

」を 

「 

【柱２】にぎわいを生み出すまちづくり ７ ２０ 

」に、 

「 

合計 ４０ １６３ 

」を 

「 

合計 ４１ １６４ 

」に改める。 

第８次多治見市総合計画基本計画 政策の柱２ にぎわいを生み出すまちづくり 

に 

「施策７ 大学誘致 
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  まちのにぎわいや地域経済の活性化、次代を担う人財の育成・定着を図るため、

大学を誘致します。 

 基本計画事業 

１ 笠原中学校跡地に大学を誘致します 

」

を加える。 
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議第66号 

 

第８次多治見市総合計画基本計画を変更するについて 

 

令和５年12月20日議第118号をもって議決を経た第８次多治見市総合計画基本計画

の一部を次のように変更するものとする。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

第８次多治見市総合計画基本計画 政策の柱１ 子育て世代が選び、住み続けたく

なるまちづくり 施策２ 出産前からの切れ目のない支援中 

「 

４ 給食費無償化を検討し、実施します 

」を 

「 

４ 中学生の給食費を無償化します 

」に改める。 
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報第10号 

 

財政向上指針の変更の報告について 

 

財政向上指針を変更したので、多治見市健全な財政に関する条例（平成19年条例第

48号）第23条第３項において準用する同条第２項の規定により、これを議会に報告す

る。 

 

令和７年５月29日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

４ 財政向上目標の達成に必要な事項 (３) 基金の適正な管理 オ 地域振興基

金に次のただし書を加える。 

ただし、必要に応じて１億円を超えて取り崩すことができるものとします。 

 


